


１　県推進会議から町協議会への「生産数量（面積）の目安」の設定について

２　町協議会から農家の皆様への設定方針について

（１）　令和４年と同様に一律設定とします。

（２）　栽培方法に応じた再設定等を行うため、10ｈａ相当は除いて設定します。

３　農家の皆様への「生産数量（面積）の目安」の設定率について

４　基準単収の設定方法について

東北農政局の市町村別収量を基に過去7年間（H28単収～R４単収）の中から最大値と最小値を
除いた5か年の平均に補正係数をかけて算出します。

（単位：㎏/10ａ）

7か年中
5か年
平均

補正係数
（中通り）

補正後の
基準単収

R５

540 0.990672 535

Ｈ28単収 Ｈ29単収

541 542

Ｈ30単収

545

R元単収 R2単収

531

R3単収 R４単収

521 549 540

0.10%

令和5年 令和4年 前年比

主食用米目安 生産調整目安 主食用米目安 生産調整目安 主食用米目安 生産調整目安

62.6% 37.4% 62.7% 37.3% ▲ 0.10%

②作付面積（ｈａ） 663 665 ▲ 2 ▲ 0.3%

①生産数量（ｔ） 3,561 3,569 ▲ 8 ▲ 0.2%

令令和和55年年産産米米のの「「生生産産数数量量（（面面積積））のの目目安安」」のの設設定定ににつついいてて

区　分
令和５年

（Ａ）
令和４年

（Ｂ）
比較増減

（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）
前年対比率

（Ｄ）＝（Ｃ）/（Ｂ）

令和３年産に続き令和４年産も大規模な主食用米の削減に取り組んだ結果、令

和５年産の生産量の目安は、令和４年産程度との指針が示されたが、人口減少に

よる構造的な需要減少は今後も継続され、引き続き「需要に応じた生産・販売」

に向けた取り組みが求められる状況には変わりがないと判断されます。

稲作農家の皆様はぜひ、経営のリスク分散のため、非主食用米（飼料用米等）

への転換をご検討ください。

町協議会において設定しました「生産数量（面積）の目安」を参考に生産に取

り組んでいただき、主食用米と非主食用米のトータルで収入を確保しましょう。

主食用米目安とは、水田面積のうち主食用米の目安（62.6％）となります。

生産調整目安とは、水田面積のうち主食用米以外（飼料用米、備蓄米、加工用米、

飼料作物、高収益作物（野菜・花き・果樹・雑穀）、そば、なたね等）の目安

（37.4％）となります。
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助成額（円/10a）

10.5万

88..00万万

5.5万

単収(kg/10a)

　　　※1　実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件

数量払の単価（傾き：約１６７円/kg）

※※５５年年間間（（RR44～～RR88））にに一一度度もも水水張張がが行行わわれれなないい農農地地はは交交付付対対象象水水田田ととししなないい方方針針がが示示さされれままししたた。。

385 535 685
標準単収

(R５鏡石町）

・数量払による助成は、農
産物検査機関による数量
確認を受けることを条件と
する。
・基準単収については、鏡
石町のR5基準単収とする。

　　　※3　飼料用米、米粉用米の数量払について、作況調整が導入されます。

　　 ※5　多年生牧草については、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は１万円/１０aで交付します。

　　　※4　区分管理の場合は、多収品種の作付、主食用米と違う品種を作付する等の取組が必要です。

　　　※2　支払時期は、１２月から１月頃の支払いを予定しております。

加工用米 ２２００，，００００００円円//１１００aa

（（作作況況にに応応じじてて増増減減））
８８００，，００００００円円//１１００ａａ

収収量量とと作作況況にに応応じじ、、
５５５５，，００００００円円～～１１００５５，，００００００円円／／１１００ａａ

飼料用米、米粉用米（一括管理）

飼料用米、米粉用米（区分管理）

　　　　　　販販売売目目的的でで対対象象作作物物をを生生産産すするる「「販販売売農農家家」」及及びび「「集集落落営営農農」」

ＷＣＳ用稲 ８８００，，００００００円円//１１００aa

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ３３５５，，００００００円円//１１００aa

　（１）戦略作物

　　水田で麦、大豆、飼料用米、加工用米等の戦略作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付する

 ことにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

水田活用の直接支払交付金（農林水産省予算）

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 交交付付単単価価

飼料用米・米粉用米のイメージ（区分管理の場合）

３３ 交交付付対対象象水水田田のの扱扱いい

　　対象作物の高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色ある魅力的な産品の産地を創造する
　ため、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取組を支援します。
　　産地交付金における助成単価は、県内の取組面積及び国・県からの配分額に応じて、予算の範囲内で
　支払われるため、変動（減額）することがあります。

１１．．県県域域枠枠

２２．．国国設設定定枠枠

３３．．地地域域枠枠

※１　全体の取組面積実績により単価調整（増減）される場合があります。
※２　実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件
※３　地域振興作物のうち、果樹については定植後３年間となります。
※４　飼料作物助成、飼料用トウモロコシ助成、二毛作助成、耕畜連携助成を受けるには、
　　   利用供給契約を締結　（自家利用の場合は自家利用計画を策定）することが必要
※５　二毛作助成の作付の例　牧草＋飼料用トウモロコシ
※６　大豆については、新規取組予定のため、皆減される場合があります。

取組内容 交付単価（予定）

新市場開拓用米

そば、なたね 出荷販売契約が必要 ２２００，，００００００円円／／1100aa

新規需要米取組計画の認定が必要 ２２００，，００００００円円／／1100aa

加工用米複数年契約
３年以上の複数年契約、品質向上に資する取組が
必要

１１４４，，００００００円円／／1100aa

加工用米
３年以上の複数年契約、品質向上に資する取組、低
コスト生産の取組が必要

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

飼料用トウモロコシ 収量増加に資する取組が必要 ４４，，００００００円円／／1100ａａ

新市場開拓用米取組拡大 新規需要米取組計画の認定が必要 １１４４，，００００００円円／／1100aa

麦、大豆生産拡大 施肥管理、赤かび防除、排水対策の取組が必要 ５５，，００００００円円／／1100aa

対象作物等

対象作物等 取組内容 交付単価（予定）
一般品種・多収品種、複数年契約、大規模作付及び
団地化の取組が必要

２２，，５５００００円円／／1100aa飼料用米大規模取組加算

出荷販売契約、低コスト生産の取組が必要、前年よ
り作付拡大した面積のみ該当

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

対象作物等 取組内容 交付単価（予定）

飼料用米
多収品種、多肥栽培の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

一般品種、低コスト生産・出荷体制の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

飼料作物
低コスト生産の取組が必要、前年より作付拡大した
面積のみ該当

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

そば、なたね

耕畜連携助成
①飼料用米の稲わら利用の取組、②飼料作物生産
水田への堆肥の散布の取組が必要

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

地域振興作物 野菜、花き、果樹、雑穀の出荷・販売が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

二毛作助成 飼料作物同士の組合せによる二毛作の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

大　　豆 施肥管理、赤かび防除、排水対策の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

４４ 産産地地交交付付金金
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助成額（円/10a）

10.5万

88..00万万

5.5万

単収(kg/10a)

　　　※1　実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件

数量払の単価（傾き：約１６７円/kg）

※※５５年年間間（（RR44～～RR88））にに一一度度もも水水張張がが行行わわれれなないい農農地地はは交交付付対対象象水水田田ととししなないい方方針針がが示示さされれままししたた。。

385 535 685
標準単収

(R５鏡石町）

・数量払による助成は、農
産物検査機関による数量
確認を受けることを条件と
する。
・基準単収については、鏡
石町のR5基準単収とする。

　　　※3　飼料用米、米粉用米の数量払について、作況調整が導入されます。

　　 ※5　多年生牧草については、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は１万円/１０aで交付します。

　　　※4　区分管理の場合は、多収品種の作付、主食用米と違う品種を作付する等の取組が必要です。

　　　※2　支払時期は、１２月から１月頃の支払いを予定しております。

加工用米 ２２００，，００００００円円//１１００aa

（（作作況況にに応応じじてて増増減減））
８８００，，００００００円円//１１００ａａ

収収量量とと作作況況にに応応じじ、、
５５５５，，００００００円円～～１１００５５，，００００００円円／／１１００ａａ

飼料用米、米粉用米（一括管理）

飼料用米、米粉用米（区分管理）

　　　　　　販販売売目目的的でで対対象象作作物物をを生生産産すするる「「販販売売農農家家」」及及びび「「集集落落営営農農」」

ＷＣＳ用稲 ８８００，，００００００円円//１１００aa

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ３３５５，，００００００円円//１１００aa

　（１）戦略作物

　　水田で麦、大豆、飼料用米、加工用米等の戦略作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付する

 ことにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

水田活用の直接支払交付金（農林水産省予算）

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 交交付付単単価価

飼料用米・米粉用米のイメージ（区分管理の場合）

３３ 交交付付対対象象水水田田のの扱扱いい

　　対象作物の高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色ある魅力的な産品の産地を創造する
　ため、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取組を支援します。
　　産地交付金における助成単価は、県内の取組面積及び国・県からの配分額に応じて、予算の範囲内で
　支払われるため、変動（減額）することがあります。

１１．．県県域域枠枠

２２．．国国設設定定枠枠

３３．．地地域域枠枠

※１　全体の取組面積実績により単価調整（増減）される場合があります。
※２　実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件
※３　地域振興作物のうち、果樹については定植後３年間となります。
※４　飼料作物助成、飼料用トウモロコシ助成、二毛作助成、耕畜連携助成を受けるには、
　　   利用供給契約を締結　（自家利用の場合は自家利用計画を策定）することが必要
※５　二毛作助成の作付の例　牧草＋飼料用トウモロコシ
※６　大豆については、新規取組予定のため、皆減される場合があります。

取組内容 交付単価（予定）

新市場開拓用米

そば、なたね 出荷販売契約が必要 ２２００，，００００００円円／／1100aa

新規需要米取組計画の認定が必要 ２２００，，００００００円円／／1100aa

加工用米複数年契約
３年以上の複数年契約、品質向上に資する取組が
必要

１１４４，，００００００円円／／1100aa

加工用米
３年以上の複数年契約、品質向上に資する取組、低
コスト生産の取組が必要

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

飼料用トウモロコシ 収量増加に資する取組が必要 ４４，，００００００円円／／1100ａａ

新市場開拓用米取組拡大 新規需要米取組計画の認定が必要 １１４４，，００００００円円／／1100aa

麦、大豆生産拡大 施肥管理、赤かび防除、排水対策の取組が必要 ５５，，００００００円円／／1100aa

対象作物等

対象作物等 取組内容 交付単価（予定）
一般品種・多収品種、複数年契約、大規模作付及び
団地化の取組が必要

２２，，５５００００円円／／1100aa飼料用米大規模取組加算

出荷販売契約、低コスト生産の取組が必要、前年よ
り作付拡大した面積のみ該当

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

対象作物等 取組内容 交付単価（予定）

飼料用米
多収品種、多肥栽培の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

一般品種、低コスト生産・出荷体制の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

飼料作物
低コスト生産の取組が必要、前年より作付拡大した
面積のみ該当

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

そば、なたね

耕畜連携助成
①飼料用米の稲わら利用の取組、②飼料作物生産
水田への堆肥の散布の取組が必要

４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

地域振興作物 野菜、花き、果樹、雑穀の出荷・販売が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

二毛作助成 飼料作物同士の組合せによる二毛作の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

大　　豆 施肥管理、赤かび防除、排水対策の取組が必要 ４４，，００００００円円以以内内／／1100ａａ

４４ 産産地地交交付付金金
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畑畑作作物物のの直直接接支支払払交交付付金金（（ゲゲタタ対対策策））
（（農農林林水水産産省省予予算算））

　　（１）交付対象面積

　　　　 麦・大豆・そば・なたね等の当年産の作付面積が対象となります。

　諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物（麦、大豆、そば、なたね等）を生産する農業者に対して、

作付面積に応じて数量払の内金として先払いします。

　　　　認認定定農農業業者者・・集集落落営営農農・・認認定定新新規規就就農農者者
　　　販売先との出荷契約書が必要となります。（直売所での販売、自家加工で利用する場合は別途申請が必要）

　支払は、数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払（営農継続支払）として当年産の

経営安定のための交付金を国から直接交付します。

基準単収

　面積払

収量　　　

数量払

         ※当年産の数量払の概算払となります。

　　（２）交付単価

　　　　 ２２００，，００００００円円//１１００aa（麦、大豆、なたね）

　　　　 １１３３，，００００００円円//１１００aa（そば）

　　　　 ※面積払を受けない場合は、販売数量確定後に、数量払の単価により算定した交付金が支払

　　　　　 われます。

交
付
額

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 面面積積払払（（営営農農継継続続支支払払））

畑作物の直接支払交付金のイメージ田

※1 面積払（営農継続支払）を受けた農業者は、その交付額を除いて支払われます。

※2 各作物の基準単収は、鏡石町の令和5年産～7年産の基準単収となります。

※3 １０a当たりの交付額は、鏡石町の令和5年の基準単収により試算しています。

基準単収：２２３kg/１０a

※パン・中華めん用品種については、上記の単価に２，３００円/６０ｋｇを加算します。

基準単収：９５kg/１０a

※特定加工用大豆は、豆腐、油揚げ、しょうゆ等製品の段階で、大豆の原形をとどめない用途に使用する

　大豆です。

（円）

基準単収：４８kg/１０a　

基準単収：５４kg/１０a

※なたねは、食用植物油脂用に供されるものが交付対象となります。

品質区分
（等級）

課税60kg当たり

10a当たり（参考課税）

１等

1166,,440033

1100,,336600

免税60kg当たり 1100,,777700

課税60kg当たり

66,,998800

66,,228822

（円）

品質区分
（等級）

課税60kg当たり

10a当たり（参考）

ｷｻﾞｷﾉﾅﾀﾈ
ｷﾗﾘﾎﾞｼ
ﾅﾅｼｷﾌﾞ

きらきら銀河

77,,772200

66,,994488

その他の品種

課税45kg当たり 1177,,118800 1155,,007700

10a当たり（参考） 1188,,332255

44,,991100 44,,885500

10a当たり（参考課税） 2200,,666655

99,,667700 88,,999900

1188,,002266

55,,556600 55,,006600

1188,,880066 1188,,224499

（円）

特定加工用大豆

88,,331100

２等 ３等

1166,,335533 1144,,449955 1133,,993388 1133,,771155

44,,440000 33,,990000 33,,775500 33,,669900

44,,881100 44,,331100 44,,116600 44,,110000

　　（１）交付対象数量

　　　　　　　　  ししまますす。。麦麦・・大大豆豆・・そそばばななどどのの作作物物はは、、等等級級検検査査をを受受けけるる必必要要ががあありりまますす。。

　　　　 麦・大豆・そば・なたねの当年産の出荷・販売数量が交付対象数量となります。

　　　・免税事業者向け単価を申請する方は、令和5年度の交付申請から2年前の確定申告書等の提出が必要です。

　　（３）品質に応じた数量払

　　　　　　　　  麦麦・・大大豆豆等等のの畑畑作作物物ににつついいててはは、、地地域域間間、、農農業業者者間間のの品品質質のの格格差差がが大大ききいいたためめ、、品品質質にに応応じじてて交交付付

　　（２）交付単価

　　　・消費税の免税事業者向け単価と課税事業者向け単価に分かれます。

（円）

品質区分
（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１等 ２等

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

免税60kg当たり 55,,997700 55,,447700 55,,332200 55,,226600

免税60kg当たり 88,,114400 77,,440000

99,,440000 88,,772200

免税45kg当たり 1188,,001100 1155,,990000

1166,,007755

1100,,008800

1144,,223344 1133,,115588

品質区分
（等級）

１等 ２等

1155,,331111

３３ 数数量量払払

小麦

大豆

そば

なたね
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畑畑作作物物のの直直接接支支払払交交付付金金（（ゲゲタタ対対策策））
（（農農林林水水産産省省予予算算））

　　（１）交付対象面積

　　　　 麦・大豆・そば・なたね等の当年産の作付面積が対象となります。

　諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物（麦、大豆、そば、なたね等）を生産する農業者に対して、

作付面積に応じて数量払の内金として先払いします。

　　　　認認定定農農業業者者・・集集落落営営農農・・認認定定新新規規就就農農者者
　　　販売先との出荷契約書が必要となります。（直売所での販売、自家加工で利用する場合は別途申請が必要）

　支払は、数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払（営農継続支払）として当年産の

経営安定のための交付金を国から直接交付します。

基準単収

　面積払

収量　　　

数量払

         ※当年産の数量払の概算払となります。

　　（２）交付単価

　　　　 ２２００，，００００００円円//１１００aa（麦、大豆、なたね）

　　　　 １１３３，，００００００円円//１１００aa（そば）

　　　　 ※面積払を受けない場合は、販売数量確定後に、数量払の単価により算定した交付金が支払

　　　　　 われます。

交
付
額

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 面面積積払払（（営営農農継継続続支支払払））

畑作物の直接支払交付金のイメージ田

※1 面積払（営農継続支払）を受けた農業者は、その交付額を除いて支払われます。

※2 各作物の基準単収は、鏡石町の令和5年産～7年産の基準単収となります。

※3 １０a当たりの交付額は、鏡石町の令和5年の基準単収により試算しています。

基準単収：２２３kg/１０a

※パン・中華めん用品種については、上記の単価に２，３００円/６０ｋｇを加算します。

基準単収：９５kg/１０a

※特定加工用大豆は、豆腐、油揚げ、しょうゆ等製品の段階で、大豆の原形をとどめない用途に使用する

　大豆です。

（円）

基準単収：４８kg/１０a　

基準単収：５４kg/１０a

※なたねは、食用植物油脂用に供されるものが交付対象となります。

品質区分
（等級）

課税60kg当たり

10a当たり（参考課税）

１等

1166,,440033

1100,,336600

免税60kg当たり 1100,,777700

課税60kg当たり

66,,998800

66,,228822

（円）

品質区分
（等級）

課税60kg当たり

10a当たり（参考）

ｷｻﾞｷﾉﾅﾀﾈ
ｷﾗﾘﾎﾞｼ
ﾅﾅｼｷﾌﾞ

きらきら銀河

77,,772200

66,,994488

その他の品種

課税45kg当たり 1177,,118800 1155,,007700

10a当たり（参考） 1188,,332255

44,,991100 44,,885500

10a当たり（参考課税） 2200,,666655

99,,667700 88,,999900

1188,,002266

55,,556600 55,,006600

1188,,880066 1188,,224499

（円）

特定加工用大豆

88,,331100

２等 ３等

1166,,335533 1144,,449955 1133,,993388 1133,,771155

44,,440000 33,,990000 33,,775500 33,,669900

44,,881100 44,,331100 44,,116600 44,,110000

　　（１）交付対象数量

　　　　　　　　  ししまますす。。麦麦・・大大豆豆・・そそばばななどどのの作作物物はは、、等等級級検検査査をを受受けけるる必必要要ががあありりまますす。。

　　　　 麦・大豆・そば・なたねの当年産の出荷・販売数量が交付対象数量となります。

　　　・免税事業者向け単価を申請する方は、令和5年度の交付申請から2年前の確定申告書等の提出が必要です。

　　（３）品質に応じた数量払

　　　　　　　　  麦麦・・大大豆豆等等のの畑畑作作物物ににつついいててはは、、地地域域間間、、農農業業者者間間のの品品質質のの格格差差がが大大ききいいたためめ、、品品質質にに応応じじてて交交付付

　　（２）交付単価

　　　・消費税の免税事業者向け単価と課税事業者向け単価に分かれます。

（円）

品質区分
（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１等 ２等

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

免税60kg当たり 55,,997700 55,,447700 55,,332200 55,,226600

免税60kg当たり 88,,114400 77,,440000

99,,440000 88,,772200

免税45kg当たり 1188,,001100 1155,,990000

1166,,007755

1100,,008800

1144,,223344 1133,,115588

品質区分
（等級）

１等 ２等

1155,,331111

３３ 数数量量払払

小麦

大豆

そば

なたね
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　　※ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。

　の拠出が必要となります。補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため掛け捨てとなりません。

　（２）麦、大豆等

　　畑作物の直接支払交付金（数量払）の交付対象数量となったものが対象です。

　　米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が標準的収入を下回った場合に、その差額

　の９割を補てんします。

　　補てんの財源は、対策加入者と国が１対３の割合で負担します。このため、補てんを受けるには、積立金

　の保険的制度です。

　②農業者又は農業者から委託を受けた者（ＪＡや集荷業者以外）が、生産年の６月３０日までに販売計画を

　作成し、生産翌年の３月３１日までに主食用として消費者等に販売することとしたものが対象です。

　　農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットで、収入減少による農業経営への影響を緩和するため

　　　　認認定定農農業業者者・・集集落落営営農農・・認認定定新新規規就就農農者者

　　農産物検査３等以上のもの又は当該等級に相当するもの（種子は除く）で、

　①農業者がＪＡ等の集出荷業者との間で、生産年の６月３０日までに出荷契約又は販売契約を結び、

　　※その年の収入保険に加入していないことが要件となります。

　（１）米

　翌年の３月３１日までに主食用として出荷・販売したもの

収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

（農林水産省予算）

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 交交付付対対象象数数量量

３３ 補補ててんん額額

標準的

収入

最近５年の

うち､最高・

最低を除く

３年の平均

収入

当年産

収入

米の

差額

麦の

差額

大豆の

差額

品目毎

の収入

差額を

合算

補補填填金金

収入減

の９割

国

【３】

農業者

【１】

制制度度設設計計ののイイメメーージジ

【都道府県地域単位で算定】 【農業者ごとに算定】

農業者１：国３

収収入入減減少少がが発発生生

↓

補補ててんん額額＝＝（（標標準準的的収収入入額額ーー当当年年産産収収入入額額））××００．．９９

①①　　加加入入申申請請（（積積立立申申出出））　　　　６６月月３３００日日ままでで

　　申請用紙に、令和５年産の米、麦、大豆等の生産予定面積等を記入し提出します。

　※出荷・販売契約数量等報告書の提出も必要になります。

②②　　積積立立金金のの拠拠出出　　　　８８月月３３１１日日ままでで

　　農業者の積立額（※）は、国が農業者ごとに算定し、通知します。

　　※　加入申請時に申し出た生産予定面積と、５月上旬に告示予定の１０ａ当たり標準的収入額に基づき

　　　　算定されます。

　　農業者は、標準的収入額から原則２０％減収分までを対応するコースの積立金を拠出します。

　　前年産からの繰越しがある場合は、本来積立すべき額から繰越分を差し引いて拠出します。

③③　　補補ててんん金金交交付付申申請請　　　　翌翌年年５５月月１１日日ままでで

　　補てん金は、収穫した翌年の３月３１日までの出荷・販売実績（生産実績数量（※１））に基づき支払われます。

　　申請期間内に、交付申請書とともに生産実績数量の証明書類（※２）を提出します。

　　※１　「生産実績数量」については前ページ「２　交付対象数量」に記載のものとなります。

　　※２　農産物検査結果証明書、出荷契約書又は出荷伝票などです。

　　これらの証明書類は、決して捨てずに交付申請まで大切に保管してください。

④④　　積積立立額額のの確確定定　　　　翌翌年年５５月月下下旬旬かからら６６月月頃頃

　　交付申請により、出荷販売実績から換算した面積に基づき積立額を再計算し、額を確定します。

　　再計算した積立額が加入時の積立額より、

　　小さい場合　⇒　加入時の積立額との差額を農業者へ返納します。

　　大きい場合　⇒　加入時の積立額が確定した積立額となります。

⑤⑤　　補補ててんん金金のの算算定定・・支支払払　　　　翌翌年年５５月月下下旬旬かからら６６月月頃頃

　　補てん金の額は、国が農業者ごとの面積換算値に基づき算定し、５月下旬から６月頃に支払います。

　　地域の令和５年産単収が平年単収の９割を下回った場合は、農業共済制度に加入していることを前提に、

　農業災害制度が発動したとみなし、補てん額から共済金相当額を控除します。

⑥⑥　　積積立立金金のの翌翌年年産産へへのの繰繰越越

　　翌年産も引き続きナラシ対策に加入する場合の拠出額は、本来積立すべき額から、前年産から繰り

　越された額を差し引いた額となります。

４４ ナナララシシ対対策策のの加加入入かからら補補ててんん金金支支払払いいままででのの流流れれ
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　　※ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。

　の拠出が必要となります。補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため掛け捨てとなりません。

　（２）麦、大豆等

　　畑作物の直接支払交付金（数量払）の交付対象数量となったものが対象です。

　　米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が標準的収入を下回った場合に、その差額

　の９割を補てんします。

　　補てんの財源は、対策加入者と国が１対３の割合で負担します。このため、補てんを受けるには、積立金

　の保険的制度です。

　②農業者又は農業者から委託を受けた者（ＪＡや集荷業者以外）が、生産年の６月３０日までに販売計画を

　作成し、生産翌年の３月３１日までに主食用として消費者等に販売することとしたものが対象です。

　　農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットで、収入減少による農業経営への影響を緩和するため

　　　　認認定定農農業業者者・・集集落落営営農農・・認認定定新新規規就就農農者者

　　農産物検査３等以上のもの又は当該等級に相当するもの（種子は除く）で、

　①農業者がＪＡ等の集出荷業者との間で、生産年の６月３０日までに出荷契約又は販売契約を結び、

　　※その年の収入保険に加入していないことが要件となります。

　（１）米

　翌年の３月３１日までに主食用として出荷・販売したもの

収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

（農林水産省予算）

１１ 交交付付対対象象者者

２２ 交交付付対対象象数数量量

３３ 補補ててんん額額

標準的

収入

最近５年の

うち､最高・

最低を除く

３年の平均

収入

当年産

収入

米の

差額

麦の

差額

大豆の

差額

品目毎

の収入

差額を

合算

補補填填金金

収入減

の９割

国

【３】

農業者

【１】

制制度度設設計計ののイイメメーージジ

【都道府県地域単位で算定】 【農業者ごとに算定】

農業者１：国３

収収入入減減少少がが発発生生

↓

補補ててんん額額＝＝（（標標準準的的収収入入額額ーー当当年年産産収収入入額額））××００．．９９

①①　　加加入入申申請請（（積積立立申申出出））　　　　６６月月３３００日日ままでで

　　申請用紙に、令和５年産の米、麦、大豆等の生産予定面積等を記入し提出します。

　※出荷・販売契約数量等報告書の提出も必要になります。

②②　　積積立立金金のの拠拠出出　　　　８８月月３３１１日日ままでで

　　農業者の積立額（※）は、国が農業者ごとに算定し、通知します。

　　※　加入申請時に申し出た生産予定面積と、５月上旬に告示予定の１０ａ当たり標準的収入額に基づき

　　　　算定されます。

　　農業者は、標準的収入額から原則２０％減収分までを対応するコースの積立金を拠出します。

　　前年産からの繰越しがある場合は、本来積立すべき額から繰越分を差し引いて拠出します。

③③　　補補ててんん金金交交付付申申請請　　　　翌翌年年５５月月１１日日ままでで

　　補てん金は、収穫した翌年の３月３１日までの出荷・販売実績（生産実績数量（※１））に基づき支払われます。

　　申請期間内に、交付申請書とともに生産実績数量の証明書類（※２）を提出します。

　　※１　「生産実績数量」については前ページ「２　交付対象数量」に記載のものとなります。

　　※２　農産物検査結果証明書、出荷契約書又は出荷伝票などです。

　　これらの証明書類は、決して捨てずに交付申請まで大切に保管してください。

④④　　積積立立額額のの確確定定　　　　翌翌年年５５月月下下旬旬かからら６６月月頃頃

　　交付申請により、出荷販売実績から換算した面積に基づき積立額を再計算し、額を確定します。

　　再計算した積立額が加入時の積立額より、

　　小さい場合　⇒　加入時の積立額との差額を農業者へ返納します。

　　大きい場合　⇒　加入時の積立額が確定した積立額となります。

⑤⑤　　補補ててんん金金のの算算定定・・支支払払　　　　翌翌年年５５月月下下旬旬かからら６６月月頃頃

　　補てん金の額は、国が農業者ごとの面積換算値に基づき算定し、５月下旬から６月頃に支払います。

　　地域の令和５年産単収が平年単収の９割を下回った場合は、農業共済制度に加入していることを前提に、

　農業災害制度が発動したとみなし、補てん額から共済金相当額を控除します。

⑥⑥　　積積立立金金のの翌翌年年産産へへのの繰繰越越

　　翌年産も引き続きナラシ対策に加入する場合の拠出額は、本来積立すべき額から、前年産から繰り

　越された額を差し引いた額となります。

４４ ナナララシシ対対策策のの加加入入かからら補補ててんん金金支支払払いいままででのの流流れれ
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１１　　鏡鏡石石町町農農業業振振興興事事業業

（（１１））稲稲作作振振興興事事業業（（水水田田収収益益力力強強化化事事業業））

内容 交付単価 備考

1 飼料用米（多収品種）推進助成 １１００，，００００００円円以以内内／／1100aa 出荷・販売先と契約

2 飼料用米（一般品種）推進助成 　　５５，，００００００円円以以内内／／1100aa 出荷・販売先と契約

3
特別栽培米「牧場のしずく」推進
助成

　　１１，，３３００００円円以以内内／／11俵俵
農協鏡石支店へ申込・出荷
が必要

4
「牧場のしずく」用
選別網購入助成（網目１．９mm）

１１００，，００００００円円以以内内／／11枚枚 農協鏡石支店へ申込が必要

　※１　取組の実績により予算の範囲内で交付しますので、単価調整される場合があります。

　※２　補助金は農協を通して各農家に支払われます。

（（２２））農農地地再再生生ププロロジジェェククトト事事業業（（かかががみみいいしし油油田田計計画画事事業業））

内容 交付単価 備考

1 なたね作付助成 ７７，，００００００円円以以内内／／1100aa 出荷・販売先と契約

2 なたね収穫調整助成 ７７，，００００００円円以以内内／／1100aa 出荷・販売先と契約

3 えごま作付助成 ９９，，００００００円円以以内内／／1100aa 出荷・販売先と契約

　※１　取組の実績により予算の範囲内で交付しますので、単価調整される場合があります。

　※２　水田及び畑地が対象となります。

　※３　補助金は各農家からの申請に基づき町から支払われます。

２２　　町町単単独独助助成成のの補補助助金金支支払払時時期期ににつついいてて

令和５年１２月～翌年３月交付予定　　　　　　　　

３３　　そそのの他他
　　　　 町単独助成を受けるには、営農計画書の提出、その他申請手続き、ＪＡ・生産者団体等の

確認が必要です。

町農業振興助成（町予算）
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転
作
作
物
等
の
所
得
比
較
（
※
参
考
）

１１
００
ａａ
ああ
たた
りり

①①
戦戦

略略
作作

物物
②②

産産
地地

交交
付付

金金
（（
県県

域域
枠枠

））
③③

産産
地地

交交
付付

金金
（（
地地

域域
枠枠

））

1
主
食
用
米

1
2
,6
0
0

2
,0
0
0

9
4
,0
0
0

9
4
,0
0
0

7
9
,9
8
3

11
44
,,00
11
77

2
備
蓄
米

1
0
,7
0
0

1
,2
0
0

8
4
,0
0
0

8
4
,0
0
0

7
9
,9
8
3

44
,,00
11
77

契
約
書
必
要

3
飼
料
用
米

（
多
収
品
種
）

1
,8
0
0

1
,8
0
0

11
00
55
,,00
00
00

44
,,00
00
00

11
00
,,00
00
00

0
1
1
9
,0
0
0

7
9
,9
8
3

33
99
,,00
11
77

単
収
が
標
準
単
収
＋
1
5
0
kg
/
1
0
a以

上
の
場
合
の
最
高
額
を
記

載

4
飼
料
用
米

（
一
般
品
種
）

1
,8
0
0

1
,8
0
0

88
00
,,00
00
00

44
,,00
00
00

55
,,00
00
00

0
8
9
,0
0
0

7
9
,9
8
3

99
,,00
11
77

5
加
工
用
米

6
,0
0
0

2
,0
0
0

22
00
,,00
00
00

11
44
,,00
00
00

44
,,00
00
00

3
5
,0
0
0

7
3
,0
0
0

7
9
,9
8
3

--
66
,,99
88
33

３
年
以
上
の
複
数
年
契
約
等
の
場
合

6
飼
料
作
物

－
－

33
55
,,00
00
00

3
,0
0
0

3
8
,0
0
0

2
5
,0
0
0

11
33
,,00
00
00

畜
産
農
家
と
契
約
、
自
家
利
用
は
利

用
供
給
計
画
が
必
要

7
大
豆

－
－

33
55
,,00
00
00

44
,,00
00
00

22
00
,,00
00
00

1
7
,7
5
0

7
6
,7
5
0

3
5
,0
0
0

44
11
,,77
55
00

出
荷
販
売
契
約
書
必
要

規
格
外
は
不
可

8
そ
ば

－
－

22
00
,,00
00
00

11
33
,,00
00
00

9
,5
0
0

4
2
,5
0
0

2
4
,0
0
0

11
88
,,55
00
00

出
荷
販
売
契
約
書
必
要

規
格
外
は
不
可

9
な
た
ね

－
－

22
00
,,00
00
00

22
00
,,00
00
00

11
44
,,00
00
00

1
9
,0
0
0

7
3
,0
0
0

3
7
,0
0
0

33
66
,,00
00
00

出
荷
販
売
契
約
書
必
要

食
用
植
物
油
脂
用
の
み

※
１１
　　
表表

中中
のの

金金
額額

はは
ああ
くく
まま
でで
もも
概概

算算
（（
目目

安安
とと
なな
るる
金金

額額
））
とと
なな
りり
まま
すす
のの

でで
ごご
了了

承承
くく
だだ
ささ
いい
。。

※
２
　
経
費
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
水
田
農
業
産
地
づ
く
り
対
策
等
推
進
会
議
の
資
料
等
を
参
考
と
し
た
。
各
農
家
等
に
よ
り
機
械
等
の
保
有
状
況
・
作
物
の
管
理
方

法
に
よ
り
異

な
る
。

※
３
　
販
売
価
格
及
び
流
通
経
費
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
水
田
農
業
産
地
づ
く
り
対
策
等
推
進
会
議
の
資
料
等
を
参
考
に
設
定
し
た
。

作
物

販
売
価
格
等

交交
付付

金金
のの

内内
容容

⑦
小
計

①
＋
②
＋
③
＋

④
＋
⑤
＋
⑥

⑧
経
費

農
家
所
得

⑦
－
⑧

備
考

販
売
価
格

円
/
6
0
kg

流
通
経
費

円
/
6
0
kg

水水
田田

活活
用用

のの
直直

接接
支支

払払
交交

付付
金金

④④
畑畑

作作
物物

のの
直直

接接
支支

払払
交交

付付
金金

（（
面面

積積
払払

））

⑤⑤
町町

助助
成成

⑥
販
売
利
益

以
内

以
内

（ （
最最

高高
額額

））
以以

内内
以
内

以
内

以
内

以
内

以 以
内内

以以
内内

以以
内内

以以
内内

以以
内内

以
内

以

以以
内内
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〇　営農計画書は、協議会が町内の水田の利用状況を把握し、今後の水田における農業

　施策に活用するための重要な計画書です。

○　経営所得安定対策に取り組むためには、提出が必要です。

〇　皆様の営農計画書は、各認定方針作成者が準備しており、加入意向申請受付時に

　　 配布します。内容を確認、修正のうえ、加入意向申請書と一緒に提出してください。

○　受付は３月を予定しております。日程については、各認定方針作成者から案内があります。

〇　営農計画書や経営所得安定対策の申請書・添付書類の提出など事務手続きは、

　　各方針作成者が取りまとめ、協議会へ提出することになります。

〇　方針作成者は、下記のとおりです。

【生産調整方針を作成している集荷業者等一覧表】

株式会社山吉吉田商店 郡山市田村町守山字殿町1番地の１ ０２４ー９５５ー３１４１

電話番号

０２４８－６２－２１３０

０２４８－７５－６６５６

０２４８－７８－２２３６

０２４－９２２－６２９１

方針作成者名

1

2

3

夢みなみ農業協同組合

農事組合法人
須賀川産直センター

有限会社岩瀬米肥

4 有限会社うめもと

須賀川市大町８５
（鏡石支店：鏡石町本町２９６）

鏡石町東鹿島２３８

須賀川市舘ヶ岡字町尻５８－１

郡山市富久山町八山田字勝木沢８２

住所

5

農
業
者

書類等

方
針
作
成
者

（
Ｊ
Ａ
や
集
荷
事
業
者
）

書類等

再
生
協
議
会

（
町
）

営営農農計計画画書書のの提提出出ににつついいてて

経経営営所所得得安安定定対対策策等等にに係係るる書書類類提提出出のの流流れれ

営
農

計
画

書
の

記
載

方
法

○
○
○
○
○
○
○
○
１
番
地

△
△

△
△

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

３
４
５

ﾓ
ﾄﾏ

ﾁ
１
９
７
－
２
０

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
１

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
２

10
00

3
0
0
0

20
00

10
00

き
ゅ
う
り

天
の
つ
ぶ
（
飼
料
用
米
）

取
組
面
積
を
変
更
す
る
場
合
、
二
重
線
で
訂
正
し
内
容
を
記
入

00
1

00
2

00
3

00
4

00
5

00
6

00
7

00
8

○
○
○

３

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
３

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

３
４
５
－
１

20
20

20
00

20
00

10
50

10
00

10
00

10
50

10
00

10
00

30
00

30
30

30
00

30
30

30
00

10
00

30
30

30
00

30
00

20
30

20
00

20
00

10
20

20
30

20
00

20
00

コ
シ
ヒ
カ
リ

水
稲

品
種

名
を
記

入

じ
ゃ
が

い
も

転
作

作
物

名
を
記

入

○
○
地
区

△
△
氏
へ

売
買
・
賃
貸
等
に
よ
り
耕
作
地
が
減
る
場
合
は
相
手
方
の
氏

名
を
記
入

ひ
と
め
ぼ
れ

コ
シ
ヒ
カ
リ
、
そ
ば

有
機
栽
培
、
特
別
栽
培
、
直
播
栽
培
に
取
り
組
む
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

内
容

を
記

入

コ
シ
ヒ
カ
リ

〇
〇
地
区

△
△
氏
よ
り

売
買
・
賃
貸
等
に
よ
り
新
た
に
耕
作
地
が
増
え
た
場
合

、
地
名
・
地
番
・
面
積
・
作

物
名
・
相
手
方
氏

名
を
記
入

17
24

0
17

00
0

12
00

0
50

00
18

29
0

18
00

0
14

00
0

40
00

コ
シ
ヒ
カ
リ
（
特
別
栽
培
米
）

□□
□□

□□
□□

6
2
-
2
1
1
8

飼
料
用
米
に
取
り
組
む
場
合
、
飼
料
用
米
と
記
入

参
加
す
る
生
産
調
整
方
針
作
成
者
名
を
記
入

令令
和和

５５
年年

度度

「
氏
名
」
「
住
所
」
「
電
話
番
号
」
を
確
認
し
、
変
更
が
必
要
な
場
合
は
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

ｵ
ｶ
ﾉｳ

ﾁ
１
４
－
１
１

出
荷
販
売
し
な
い
「
自
家
消
費
」
の
作
物
は
欄
に
必
ず
「
〇
」
を
記
入
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営
農

計
画

書
の

記
載

方
法

○
○
○
○
○
○
○
○
１
番
地

△
△

△
△

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

３
４
５

ﾓ
ﾄﾏ

ﾁ
１
９
７
－
２
０

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
１

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
２

10
00

3
0
0
0

20
00

10
00

き
ゅ
う
り

天
の
つ
ぶ
（
飼
料
用
米
）

取
組
面
積
を
変
更
す
る
場
合
、
二
重
線
で
訂
正
し
内
容
を
記
入

00
1

00
2

00
3

00
4

00
5

00
6

00
7

00
8

○
○
○

３

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

９
９
９
－
３

ﾌ
ｼ
ﾞﾇ
ﾏ

３
４
５
－
１

20
20

20
00

20
00

10
50

10
00

10
00

10
50

10
00

10
00

30
00

30
30

30
00

30
30

30
00

10
00

30
30

30
00

30
00

20
30

20
00

20
00

10
20

20
30

20
00

20
00

コ
シ
ヒ
カ
リ

水
稲

品
種

名
を
記

入

じ
ゃ
が

い
も

転
作

作
物

名
を
記

入

○
○
地
区

△
△
氏
へ

売
買
・
賃
貸
等
に
よ
り
耕
作
地
が
減
る
場
合
は
相
手
方
の
氏

名
を
記
入

ひ
と
め
ぼ
れ

コ
シ
ヒ
カ
リ
、
そ
ば

有
機
栽
培
、
特
別
栽
培
、
直
播
栽
培
に
取
り
組
む
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

内
容

を
記

入

コ
シ
ヒ
カ
リ

〇
〇
地
区

△
△
氏
よ
り

売
買
・
賃
貸
等
に
よ
り
新
た
に
耕
作
地
が
増
え
た
場
合

、
地
名
・
地
番
・
面
積
・
作

物
名
・
相
手
方
氏

名
を
記
入

17
24

0
17

00
0

12
00

0
50

00
18

29
0

18
00

0
14

00
0

40
00

コ
シ
ヒ
カ
リ
（
特
別
栽
培
米
）

□□
□□

□□
□□

6
2
-
2
1
1
8

飼
料
用
米
に
取
り
組
む
場
合
、
飼
料
用
米
と
記
入

参
加
す
る
生
産
調
整
方
針
作
成
者
名
を
記
入

令令
和和

５５
年年

度度

「
氏
名
」
「
住
所
」
「
電
話
番
号
」
を
確
認
し
、
変
更
が
必
要
な
場
合
は
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

ｵ
ｶ
ﾉｳ

ﾁ
１
４
－
１
１

出
荷
販
売
し
な
い
「
自
家
消
費
」
の
作
物
は
欄
に
必
ず
「
〇
」
を
記
入
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農
業

者
集

落
営

業

5
月

6
月

7
月

8
月

町
協

議
会

3
月

令
和

５
年

令
和

６
年

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

交
付
金
交
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

交
付

金
に

関
す

る
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
（

想
定

）

生
産
数
量

目
安
通
知

新
規
需
要
米

出
荷
契
約

現
地
確
認

計
画
書

の
回
収

水
田
デ
ー
タ
作
成

計
画
書

提
出

提
出
先
：

方
針
作
成
者

交
付
申
請

書
提
出

対
象
作
物
の
作
付
確
認
、
数
量
払
の
数
量
確
認

畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金

数
量
払
交
付

水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
交
付

畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金

面
積
払
（営

農
継
続
支
払
）交

付

６ 月 中 旬

申 請 締 切
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